
令和 3年 11 月 1日 

郡市等医師会長 殿 

 

岡山県医師会 

会長 松山 正春 

  （公印省略）  

 

岡山県医師会認定かかりつけ医制度実施に当たっての留意事項について 

（新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴う取扱） 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、本会会務の運営には多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大が長期化している現状を鑑み、岡山県医

師会認定かかりつけ医制度における認定かかりつけ医の更新ならびに研修会について、下記

の通り取り扱いますので特段のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 
１．岡山県医師会認定かかりつけ医研修会について 

新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、令和３年度の研修会は全て中止いたします。 

 

２．岡山県医師会認定かかりつけ医の認定期間の 1年延長について 

昨年度、岡山県医師会認定かかりつけ医認定証の有効期間を延長し、その満了日を令和

3年 3月 31 日の者は令和 4年 3月 31 日、令和 4年 3月 31 日の者は令和 5年 3月 31 日と

いたしましたが、さらに 1年延長いたします。 

また、交付日が令和 3年 4 月 1 日の者は 1年延長といたします。 

 

【交付日】      【満了日】        【満了日再延長】 

平成 31 年 4 月 1 日  令和 3年 3月 31 日  → 令和 5年 3月 31 日 

令和 2年 4月 1日   令和 4年 3月 31 日  → 令和 6年 3月 31 日 

令和 3年 4月 1日   令和 5年 3月 31 日  → 令和 6年 3月 31 日 

 
■ なお、令和 2年 3月 19 日付で厚生労働省より発令された臨時的な取扱いにつきましては 

継続されておりますことを中国四国厚生局岡山事務所に確認済みです。 

（ 参考 ） 

「令 2.3.19 事務連絡 厚生労働省保険局医療課 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その６）」より 

地域包括診療加算・地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修

について、２年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合に

おいても、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられる

ようになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行うこと。 

 

※ 新規届出を希望する先生方におかれましては、12 月 10 日(金)までに岡山県医師会 

事務局までご連絡ください。 
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